
 
 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮崎県最低賃金の改正について 

～ 10 月６日から時間額８２１円に ～ 

宮崎県（地域別）最低賃金が、10 月６日（水）から時間額「821 円」（引上

げ額 28 円）になります。 

宮崎労働局では中小企業・小規模事業者への支援を行っています。 

 

宮崎労働局（局長 田中大介）は、宮崎県最低賃金について、28 円引上げて、時

間額 821 円に改正することに決定し、9 月 6 日付けで官報に掲載しましたが、30

日が経過する今月 10 月 6 日付けで発効となります。 
28 円の引上げ（引上げ率 3.53％）は過去最大の引上げ額です。 
現在、特定（産業別）最低賃金の改正作業を進めておりますが、特定（産業別）

最低賃金のうち「電気機械器具等製造業最低賃金（現在 803 円）」は、本年 10 月

6 日(水)から宮崎県最低賃金を下回るため、宮崎県最低賃金の時間額 821 円が適

用されます。 

最低賃金は、宮崎県内の事業場で働く常用、臨時、パートタイマーなどすべて

の労働者に対し適用され、最低賃金を下回る賃金額は無効となり、最低賃金を下

回る賃金を支払った事業主は刑罰の対象となります。 
 

【最低賃金法（昭和34．4.15法律137号）】 

第４条（抄） 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金

を支払わなければならない。 
２  最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達し

ない賃金を定めるものは、その部分について無効とする。この場合において無効

となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。 
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